
 

介護老人保健施設あおぞら（短期入所療養介護）運営規程（2023.7.1 改定版） 

（別表） 
施設は、第８条１、２項の支払を受けるほか、利用料一覧に掲げる費用の額の支払をいただきます。 

 

短期入所（ショートステイ）利用料金表 

 
食事提供に要する費用       朝食 ３６５円（１回）・昼食 ６７０円（１回） 
                 夕食 ６７０円（１回）・おやつ １０５円（１回） 
 
滞在に要する費用         従来型個室  １，３１０円（１日） 
                 多 床 室    ３２０円（１日） 

 
特別な食事                  実費（別途消費税要） 

 
特別な室料（個  室）             ４，４００円（１日・税込） 

      
個室に設置してある電話利用料         実費（別途消費税要） 

  
教養娯楽費（クラブ活動材料費）             １５０円（１日） 

 
日用品費（シャンプー、リンス、ボディーソープ 

ティッシュ、バスタオル、フェイスタオル）   １５０円（１日） 

 
理美容代                    ２，５００円（１回） 

 
洗濯費                       ９００円（１回） 

 
診断書、証明書等の発行費用（施設所定様式）  ２、２００円（１枚・税込） 
             （施設所定外様式） ３，３００円（１枚・税込） 

 
※１ 食事に要する費用及び居住に要する費用について、介護保険法施行規則第８３条

の６の規定により、介護保険負担限度額認定証の交付を受けられた方は、当該認定証

に記載されている負担限度額とします。 
   なお、滞在費に要する費用について厚生労働省告示により従来型個室の利用者が

多床室に係る当該費用の額を算定する方は、多床室の費用の額の支払をお願いします。 
※２ 但し食費、滞在費は実際に要した額と比較して安い方の額をお支払いただきます。 


